
地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 及 び 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 協 議 会 運 営 要 綱 の 制 定 に つ い て

平成２年 1 2月 2 6日

例規（交規）第3 9号

警 察 本 部 長

〔 沿 革 〕 平 成 ３ 年 ５ 月 例 規 （ 交 規 ） 第 16号 平 成 ５ 年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 ３ 号

平 成 ６ 年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 ４ 号 平 成 ７ 年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 13号

平 成 ８ 年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 13号 平 成 10年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 11号

平 成 10年 ４ 月 例 規 （ 交 企 ） 第 13号 平 成 17年 12月 例 規 （ 警 ） 第 47号

平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号 平 成 19年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 33号

平 成 20年 ５ 月 例 規 （ 交 安 ） 第 43号 平 成 21年 ９ 月 例 規 （ 交 安 ） 第 39号

道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ 年 法 律 第 73号 ） 及 び 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 及 び 地 域

交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 協 議 会 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ７ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う 。 ） の 施 行 に 伴 い 、 み だ し の 要 綱 を 次 の と お り 定 め 、 平 成 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の

で 、 効 果 的 な 運 営 に 努 め ら れ た い 。

記

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 及 び 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 協 議 会 運 営 要 綱

第 １ 目 的

こ の 要 綱 は 、 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 （ 以 下 「 推 進 委 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 域 交 通 安 全 活 動 推

進 委 員 協 議 会（ 以 下「 協 議 会 」と い う 。）の 運 営 に 関 し 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 108条 の 29並 び に 同 法 第 108条 の 30、 規 則 及 び 千 葉 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和

35年 千 葉 県 公 安 委 員 会 規 則 第 12号 ） 第 36条 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

第 ２ 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員

１ 推 薦

署 長 は 、法 第 108条 の 29第 １ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る 者 の 中 か

ら 適 任 者 を 選 考 の 上 、 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 推 薦 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、 本 部 長 に 上

申 す る も の と す る 。 た だ し 、 70歳 を 超 え る 者 に あ っ て は 、 活 動 力 の 面 か ら 十 分 に 適 格 性 を 判 断 す

る こ と 。

(１ ) 管 轄 区 域 内 に 居 住 又 は 勤 務 場 所 が あ る 者

(２ ) 管 内 の 諸 般 の 実 情 に 精 通 し て い る 者

２ 委 嘱

(１ ) 本 部 長 は 、 署 長 か ら 推 薦 さ れ た 者 に つ い て 、 書 面 審 査 の 上 、 適 格 と 認 め ら れ る 者 に つ い て

は 、 委 嘱 状 を （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 交 付 し て 委 嘱 す る も の と す る 。

(２ ) 推 薦 委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。

３ 身 分 証 明 書 等 の 貸 与

(１ ) 本 部 長 は 、 推 進 委 員 の 委 嘱 に 際 し て 、 規 則 で 定 め る 身 分 証 明 書 及 び 標 章 を 署 長 を 通 じ て 貸

与 す る も の と す る 。

(２ ) 署 長 は 、 推 進 委 員 か ら 身 分 証 明 書 及 び 標 章 を 亡 失 又 は 破 損 し た 旨 の 届 出 を 受 け た と き は 、

速 や か に 再 交 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） に 記 載 さ せ 本 部 長 に 申 請 さ せ る も の と す る 。

４ 定 員

推 進 委 員 の 定 員 の 基 準 は 、 別 表 「 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 定 員 基 準 表 」 の と お り と す る 。

５ 公 示 等

(１ ) 本 部 長 は 、 推 進 委 員 の 委 嘱 を し た と き は 、 当 該 推 進 委 員 の 氏 名 、 連 絡 先 及 び 活 動 区 域 を 公

示 す る も の と す る 。

(２ ) 署 長 は 、 署 又 は 市 町 村 に お い て 発 行 す る 広 報 紙 等 に よ り 、 当 該 推 進 委 員 の 氏 名 、 連 絡 先 及

び 活 動 区 域 の 広 報 に 努 め 、 住 民 へ の 周 知 を 図 る も の と す る 。

６ 活 動 内 容

推 進 委 員 は 、 次 の 活 動 を 行 う 。

(１ ) 交 通 安 全 教 育 （ 法 第 108条 の 29第 ２ 項 第 １ 号 ）



適 正 な 交 通 の 方 法 及 び 交 通 事 故 防 止 に つ い て 住 民 の 理 解 を 深 め る た め の 住 民 に 対 す る 交 通

安 全 教 育

(２ ) 通 行 に 支 障 が あ る 者 等 の 保 護 活 動 等 （ 法 第 108条 の 29第 ２ 項 第 ２ 号 ）

高 齢 者 、 障 害 者 そ の 他 そ の 通 行 に 支 障 の あ る 者 の 通 行 の 安 全 を 確 保 す る た め の 方 法 に つ い

て 住 民 の 理 解 を 深 め る た め の 運 動 の 推 進

(３ ) 違 法 駐 車 防 止 活 動 等 （ 法 第 108条 の 29第 ２ 項 第 ３ 号 ）

道 路 に お け る 適 正 な 車 両 の 駐 車 及 び 道 路 の 使 用 の 方 法 に つ い て 住 民 の 理 解 を 深 め る た め の

運 動 の 推 進

(４ ) 自 転 車 利 用 者 に 対 す る 啓 発 活 動 等 （ 法 第 108条 の 29第 ２ 項 第 ４ 号 ）

自 転 車 の 適 正 な 通 行 の 方 法 に つ い て 住 民 の 理 解 を 深 め る た め の 運 動 の 推 進

(５ ) 前 記 (１ )か ら (４ )ま で の ほ か 、 地 域 に お け る 交 通 の 安 全 と 円 滑 に 資 す る た め の 活 動 で 次 の

も の と す る 。

ア 広 報 啓 発 活 動 （ 規 則 第 ４ 条 第 １ 号 ）

(ア ) 交 通 事 故 の 防 止 、 暴 走 行 為 の 防 止 等 を 図 る た め の 啓 発 活 動

(イ ) 自 治 会 、 商 店 会 、 そ の 他 の 団 体 等 に 対 す る 交 通 安 全 対 策 の 理 解 と 協 力 を 求 め る 活 動

(ウ ) 運 転 者 等 に 対 す る 違 法 駐 車 抑 止 を 図 る た め の 広 報 活 動

イ 協 力 要 請 活 動 （ 規 則 第 ４ 条 第 ２ 号 ）

(ア ) 企 業 、 商 店 等 の 自 主 的 交 通 安 全 対 策 の 働 き 掛 け

(イ ) 自 治 会 、 商 店 会 等 に 対 す る 交 通 安 全 運 動 等 へ の 参 加 の 呼 び 掛 け

ウ 交 通 相 談 活 動 （ 規 則 第 ４ 条 第 ３ 号 ）

(ア ) 地 域 住 民 の 交 通 に 関 す る 意 見 、 要 望 等 の 交 通 相 談

(イ ) 交 通 相 談 日 の 設 定

エ 協 力 ・ 援 助 活 動 （ 規 則 第 ４ 条 第 ４ 号 ）

(ア ) 交 通 安 全 運 動 等 へ の 積 極 的 な 参 加

(イ ) 自 治 会 、 商 店 会 等 の 自 主 的 な 交 通 安 全 対 策 へ の 協 力

オ 実 施 調 査 活 動 （ 規 則 第 ４ 条 第 ５ 号 ）

(ア ) 相 談 者 の 求 め に 応 じ た 必 要 な 調 査 活 動

(イ ) 地 域 の 交 通 上 の 問 題 点 に つ い て の 調 査 活 動

(ウ ) 地 域 住 民 等 の 交 通 問 題 に 関 す る 意 識 調 査

７ 公 務 災 害

推 進 委 員 が 、 業 務 上 負 傷 し 、 又 は 死 亡 し た と き は 、 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害

補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 42年 千 葉 県 条 例 第 43号 ） の 適 用 を 受 け る も の と す る 。

８ 活 動 記 録

署 長 は 、 推 進 委 員 の 活 動 結 果 を 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 活 動 結 果 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） に 記 録

さ せ 、 協 議 会 を 通 じ て 提 出 さ せ る も の と す る 。

９ 講 習

本 部 長 は 、 推 進 委 員 に 適 正 か つ 効 果 的 な 活 動 を 行 わ せ る た め 、 次 の 事 項 に つ い て 、 規 則 第 ８ 条

に 規 定 す る 講 習 を 行 い 又 は 千 葉 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー に 行 わ せ る も の と す る 。

(１ ) 推 進 委 員 の 任 務 及 び 心 構 え

(２ ) 県 内 及 び 管 内 の 道 路 交 通 の 現 状

(３ ) 推 進 委 員 の 活 動 要 領

(４ ) 交 通 安 全 に 関 す る 法 令 知 識

(５ ) そ の 他 必 要 な 事 項

10 解 嘱

(１ ) 署 長 は 、推 進 委 員 が 法 第 108条 の 29第 ５ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き 、自 ら 退

任 を 申 し 出 た と き 又 は 推 進 委 員 が 死 亡 し た と き は 、 解 嘱 ・ 辞 職 上 申 書 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） に

よ り 、 本 部 長 を 経 由 し て 速 や か に 公 安 委 員 会 に 上 申 す る も の と す る 。

(２ ) 本 部 長 は 、前 記 (１ )の 上 申 に 基 づ き 、公 安 委 員 会 が 解 嘱 を 決 定 し た 場 合 は 、解 嘱 通 知 書（ 別

記 様 式 第 ６ 号 ） を 署 長 を 経 由 し て 、 当 該 推 進 委 員 に 通 知 す る も の と す る 。

(３ ) 本 部 長 は 、 推 進 委 員 の 退 任 を 認 め る と き 又 は 推 進 委 員 が 死 亡 し た と き は 、 辞 職 承 認 書 （ 別



記 様 式 第 ７ 号 ） を 署 長 を 経 由 し て 、 当 該 推 進 委 員 又 は 遺 族 に 交 付 す る も の と す る 。

(４ ) 前 記 (２ )及 び (３ )の 手 続 き を 執 っ た 場 合 に は 、 第 ２ の ５ の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

11 身 分 証 明 書 等 の 返 納

署 長 は 、 推 進 委 員 の 任 期 が 満 了 し 、 再 任 さ れ な か っ た と き 、 解 嘱 さ れ た と き 又 は 辞 職 し た と き

は 、 速 や か に 身 分 証 明 書 及 び 標 章 を 返 納 さ せ る と と も に 、 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 証 等 返 納 報

告 書 （ 別 記 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 、 本 部 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

12 欠 員 の 補 充 等

(１ ) 本 部 長 は 、 推 進 委 員 に 欠 員 が 生 じ た と き は 、 速 や か に そ の 欠 員 を 補 充 す る も の と す る 。

(２ ) 補 充 に よ る 推 進 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

13 運 用 上 の 留 意 事 項

署 長 は 、 推 進 委 員 の 運 用 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 に 留 意 す る も の と す る 。

(１ ) 推 進 委 員 の 活 動 実 態 を 把 握 す る と と も に 、 管 内 の 交 通 実 態 に 応 じ て 弾 力 的 か つ 効 果 的 に 推

進 さ れ る よ う 指 導 す る こ と 。

(２ ) 推 進 委 員 に 対 し て 、 そ の 活 動 を 通 じ て 知 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら す こ と の な い よ う に 指 導 す

る こ と 。

(３ ) 推 進 委 員 の 活 動 内 容 、 職 務 規 律 そ の 他 職 務 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て 指 導 す る こ と 。

第 ３ 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 協 議 会

１ 意 見 申 出 に 対 す る 処 理

署 長 は 、法 第 108条 の 30第 ３ 項 の 規 定 に よ り 協 議 会 か ら の 意 見 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 は 、意 見 申

出 書 （ 別 記 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 行 わ せ 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。

(１ ) 署 長 に 対 す る 意 見 の 申 し 出 は 、そ の 内 容 を 速 や か に 検 討 し 、結 果 を 協 議 会 に 回 答 す る こ と 。

(２ ) 公 安 委 員 会 に 対 す る 意 見 の 申 し 出 は 、 当 該 署 長 の 意 見 を 付 し て 、 公 安 委 員 会 に 報 告 す る こ

と 。

(３ ) 前 記 (２ )の 意 見 の う ち 、 回 答 を 必 要 と す る 場 合 は 、 当 該 署 長 を 経 由 し て 協 議 会 に 回 答 す る

こ と 。

２ 報 告 又 は 資 料 の 提 出 要 求

(１ ) 関 係 所 属 長 は 、 協 議 会 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め 、 協 議 会 に 対 し 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出

を 要 求 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 上 申 書 （ 別 記 様 式 第 10号 ） に よ り 行 う も

の と す る 。

(２ ) 本 部 長 は 、前 記 (１ )の 上 申 に よ り 、報 告 又 は 資 料 提 出 が 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 は 、報 告 ・

資 料 提 出 要 求 書 （ 別 記 様 式 第 11号 ） に よ り 、 管 轄 署 長 を 経 由 し て 協 議 会 に 要 求 す る こ と 。

(３ ) 関 係 所 属 長 は 、 前 記 (２ )に よ り 協 議 会 か ら 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 受 け た 場 合 は 、 関 係 書 類

を 本 部 長 に 報 告 す る こ と 。

３ 勧 告

(１ ) 署 長 は 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 、 改 善 の 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 勧 告 上 申 書 （ 別 記 様 式

第 12号 ） に よ り 、 本 部 長 に 上 申 す る こ と 。

(２ ) 本 部 長 は 、 前 記 (１ )の 上 申 に 基 づ き 、 改 善 の 勧 告 を 行 う 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 勧 告

書 （ 別 記 様 式 第 13号 ） に よ り 、 当 該 署 長 を 経 由 し て 協 議 会 に 勧 告 す る こ と 。

第 ４ 報 告

１ 活 動 結 果

署 長 は 、 推 進 委 員 の 定 期 報 告 を 半 年 （ ４ 月 か ら ９ 月 ま で 及 び 10月 か ら ３ 月 ま で ） ご と に 取 り ま

と め 、 翌 月 の 10日 ま で に 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 活 動 状 況 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 14号 ） に よ り 本

部 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２ 随 時 報 告

署 長 は 、 次 に 掲 げ る 推 進 委 員 及 び 協 議 会 の 状 況 を 認 知 し た 場 合 、 速 や か に 本 部 長 に 報 告 し な け

れ ば な ら な い 。

(１ ) 推 進 委 員 及 び 協 議 会 の 効 果 的 な 活 動 事 例

(２ ) 推 進 委 員 及 び 協 議 会 の 活 動 に 際 し て の 紛 議 及 び 受 傷 事 故

(３ ) 推 進 委 員 に 係 る 身 分 証 明 書 、 記 章 の 盗 難 そ の 他 重 要 な 事 案

(４ ) そ の 他 必 要 と 認 め る 事 案



別 表 （ 第 ２ の ４ ）

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 定 員 基 準 表

署 別 推 進 委 員 数

千 葉 中 央 33

千 葉 東 17

千 葉 西 26

千 葉 南 13

千 葉 北 20

習 志 野 14

八 千 代 16

船 橋 35

船 橋 東 20

鎌 ケ 谷 10

市 川 27

行 徳 13

浦 安 13

松 戸 34

松 戸 東 17

野 田 15

柏 36

流 山 13

我 孫 子 12

佐 倉 22

四 街 道 ９

成 田 23

空 港 ４

印 西 13

香 取 16

銚 子 14

旭 ９

匝 瑳 10

山 武 12

東 金 16

茂 原 21

い す み ６

勝 浦 ８

市 原 31

木 更 津 25

君 津 14

富 津 ７

館 山 16

鴨 川 ７

計 667

「 以 下 別 記 様 式 省 略 」


